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平成２９年１２月４日

総 務 部

【予算関係】

資料１ 平成２９年度１２月補正予算に関する説明資料

（財 政 課）

資料２ 県人会ネットワーク化推進事業に係る債務負担行為の設定について

（総 務 課）

資料３ 広報事業に係る債務負担行為の設定について

（広報広聴課）

【議案関係】

資料４ 「職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例案」について

（議案第１８６号）

（人 事 課）

資料５ 「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例案」について

（議案第１８８号）

（人 事 課）

資料６ 「知事等の給与および旅費に関する条例の一部を改正する条例案」について

（議案第１８９号）

（人 事 課）

資料７ 「県議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例案」について

（議案第１８７号）

（人 事 課）

資料８ 「秋田県県税条例の一部を改正する条例案」について

（議案第１９０号）

（税 務 課）
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資料２（予算関係）

県人会ネットワーク化推進事業に係る債務負担行為の設定について

平成２９年１２月４日

総 務 課

１ 目 的

札幌市に設置した「あきた情報プラザ」を拠点に、北海道地区における県人会活動の

活性化や相互交流の促進並びに秋田の情報発信のさらなる充実・強化を図る。

【施設の概要】

場 所：札幌市中央区大通西一丁目１４－２ 「桂和大通ビル５０」地下１階

使用面積：６９．３７㎡（２０．９８坪）

機 能 等：物産展示・販売、観光情報の提供、県人会員等の交流スペースとしての活

用

運 営：秋田県人会北海道連合会へ委託

２ 債務負担行為限度額 ２,１９１千円 （ 一 ２,１９１千円）

内 訳

（１）入居施設使用料 ２,０７４千円

（２）看板使用料（看板面 ４箇所） １１７千円

３ 債務負担行為を設定する理由

現在締結している賃貸借契約に基づき、契約期間満了の３か月前に当たる１２月末日

までに契約継続の意思表示を行う必要があるため。



- 2 -

（参考）

１ あきた情報プラザの運営委託先（秋田県人会北海道連合会）の概要

・発足： 昭和５０年

・所属する道内県人会数： １０団体

・会員数： 約１，６００人

２ あきた情報プラザ来場者数

年 度 来場者数（人）

平成２３年度 ３，０５９

平成２４年度 ４，６４０

平成２５年度 ４，８８５

平成２６年度 ５，５１２

平成２７年度 ５，６２０

平成２８年度 ４，９７８

※ 平成２３年７月６日開設

３ あきた情報プラザの平成２９年度事業の主な内容

○ 県人会組織の拠点としての活動（県人会組織の充実）

・きりたんぽ会の開催などによる県人会員及び地域住民との交流の拡大

・なまはげ衣装等のイベント用グッズの道内県人会への貸出

○ 物産展、パネル展示等（情報発信）

・札幌地下街での観光写真展（7/11～18）

・「秋田ふるさとミニ物産展」の開催（7/26～29）

・「あきた情報プラザ」来場者への県産品の提供や各種チラシ・パンフレットの配布

（通年）

○ 北海道地区における県との協働事業の実施

・とまこまい港まつり（苫小牧市）における秋田県のＰＲ（8/4～6）

○ 観光情報の提供（通年）

○ 県人会への入会者の確保（通年）
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資料３（予算関係）

広報事業に係る債務負担行為の設定について

平成２９年１２月４日

広 報 広 聴 課

１ 事業の目的

迅速かつ正確な県政情報の発信により、県政への理解と信頼を深めると

ともに、県政への参画意欲を向上させ、県民との協働による「元気」の創

造を目的とする。そのため、広報紙、新聞及びテレビによる広報事業を実

施する。

２ 債務負担行為限度額 ８８，５５２千円

（○諸４，３１５千円、○一８４，２３７千円）

内 訳

役務費 ２７，９６９千円

委託料 ６０，５８３千円

（１）全戸配布広報紙 ４７，９１５千円

県広報の主力媒体と位置付け、県政特集を中心に、県民生活に密着

した情報も併せて発信する。

（２）新聞広報 １４，８７９千円

施策や事業を掘り下げた特集記事や県からのお知らせを地元紙で発

信する。

（３）テレビ広報 ２５，７５８千円

施策や事業の紹介、県民が元気になるような情報を、映像や音声、

字幕や手話により分かりやすく発信する。

３ 債務負担行為を設定する理由

新年度当初から広報紙、新聞、テレビによる広報を実施するためには、

今年度中に受託者の決定及び契約手続を行い、放送枠や掲載枠の確保、制

作や編集、印刷等を行う必要があるため。
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平成３０年度広報事業の推進について

県政への理解と信頼 県政への参画意欲の向上伝わる広報

目的 ： 県民との協働による「元気」の創出

更なる広報一元化の推進 アイキャッチ

んだッチ

(1) 広報紙

県民に幅広く県政情報を伝達できる主力媒体

・全戸配布

・年６回奇数月発行、12頁、41万４千部

・声の広報、点字広報

(2) 新聞

個別テーマの特集記事の掲載に適した媒体

・地元紙に年12回毎月掲載

・第４土曜日に掲載

・テレビ面逆Ｌ字全７段

(4) ウェブサイト･ＳＮＳ等

即時性やアクセスの容易さに優れた媒体

・県公式ウェブサイト（アクセス数過去最多）

・アクセシビリティ対応の推進

・Twitter、Facebook、Youtubeの積極活用

(3) テレビ

イメージ伝達や臨場性に優れた媒体

・５分番組を週１回、民放３局で放送

・県内ケーブルテレビ３局、デジタルサイネー

ジ（なかいち、県庁舎等）、Youtubeでも放送

旬な情報がタイムリーに伝わる新聞やテレビ

などのマスメディアの活用

・知事記者会見 ・知事コメント

・記者レクチャー※ ・投げ込み※

※平成 29年度は過去最多ペースで実施

手法１ 広報媒体の特性を活かした情報発信 手法２ パブリシティの有効活用

全ての県職員が広報パーソンであるという意識を持って業務に当たるよう、研修等を通じて意識改革を進める。

○ 有用な情報も伝わらなければ意味がないことから、県民目線で、見たくなる・読みたくなる広報を進めるほか、障害のある方にも優しい広報を推進する。

○ ウェブサイトやＳＮＳなどを有効に活用できるよう個々のスキルアップを図る。

職員個々の広報マインドの醸成・スキルアップ

・庁内の通常の広報活動

→全庁的な視点から広報予算

を集約化

・キャンペーンやプロジェクト

→企画段階から関与、業者選

定審査会に参加

取り巻く環境

広報媒体及び情報取得・

閲覧ツールの多様化

重点広報事項

Ⅰ 迅速かつ効果的な県政情報の発信 Ⅱ 地域資源などの県勢情報の発信

・第３期元気プランの内容周知 ・四季、文化、芸能、景勝地などの地域資源

・あきた未来総合戦略の進捗と成果 ・地域資源を生かした商品開発やまちづくり

・施策や事業、イベント情報 ほか ・県民や企業、団体等の先進的な取組 ほか
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「職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例案」について

（議案第１８６号）

平成２９年１２月４日

人 事 課

１ 改正理由

雇用保険法等の一部を改正する法律（平成２９年法律第１４号）による地方公務員

の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）の一部改正に伴い、一般職非

常勤職員について、その養育する子が２歳に達する日まで育児休業をすることができ

る場合を定める等の必要がある。

２ 主な改正内容

一般職非常勤職員は、原則で子が１歳に達する日まで、最長で１歳６か月に達する

日まで育児休業をすることができるが、次のいずれにも該当する場合は、子が２歳に

達する日まで育児休業をすることができることとする。（第２条の４関係）

① 職員又はその配偶者が子が１歳６か月に達する日において育児休業をしている

場合

② 子が１歳６か月に達する日後の期間について、育児休業をすることが継続的な

勤務のために特に必要と認められる場合として、人事委員会規則又は教育委員会

規則で定める場合に該当する場合（※）

※ 保育所への入所を希望しているが入所できない場合や、配偶者が死亡・負傷した場合等

を想定

３ 施行期日

この条例は、公布の日から施行することとする。

資料４（議案関係）
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歳
か
ら
一
歳
六
か
月
に
達
す
る
ま
で
の
子
を
養
育
す
る
た
め
、
非
常

勤
職
員
が
当
該
子
の
一
歳
到
達
日
（
当
該
子
を
養
育
す
る
非
常
勤
職
員
が

勤
職
員
が
当
該
子
の
一
歳
到
達
日
（
当
該
子
を
養
育
す
る
非
常
勤
職
員
が

前
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
て
す
る
育
児
休
業
又
は
当
該
非
常
勤
職
員

前
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
て
す
る
育
児
休
業
又
は
当
該
非
常
勤
職
員

の
配
偶
者
が
同
号
に
掲
げ
る
場
合
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
場
合
に
該

の
配
偶
者
が
同
号
に
掲
げ
る
場
合
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
場
合
に
該

当
し
て
す
る
法
等
育
児
休
業
の
期
間
の
末
日
と
さ
れ
た
日
が
当
該
子
の
一

当
し
て
す
る
法
等
育
児
休
業
の
期
間
の
末
日
と
さ
れ
た
日
が
当
該
子
の
一

歳
到
達
日
後
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
末
日
と
さ
れ
た
日
（
当
該

歳
到
達
日
後
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
末
日
と
さ
れ
た
日
（
当
該

育
児
休
業
の
期
間
の
末
日
と
さ
れ
た
日
と
当
該
法
等
育
児
休
業
の
期
間
の

育
児
休
業
の
期
間
の
末
日
と
さ
れ
た
日
と
当
該
法
等
育
児
休
業
の
期
間
の

末
日
と
さ
れ
た
日
が
異
な
る
と
き
は
、
そ
の
い
ず
れ
か
の
日
）
）
の
翌
日

末
日
と
さ
れ
た
日
が
異
な
る
と
き
は
、
そ
の
い
ず
れ
か
の
日
）
）
の
翌
日

（
当
該
子
の
一
歳
到
達
日
後
の
期
間
に
お
い
て
こ
の
号
に
掲
げ
る
場
合
に

（
当
該
子
の
一
歳
到
達
日
後
の
期
間
に
お
い
て
こ
の
号
に
掲
げ
る
場
合
に

該
当
し
て
そ
の
任
期
の
末
日
を
育
児
休
業
の
期
間
の
末
日
と
す
る
育
児
休

該
当
し
て
そ
の
任
期
の
末
日
を
育
児
休
業
の
期
間
の
末
日
と
す
る
育
児
休

業
を
し
て
い
る
非
常
勤
職
員
で
あ
っ
て
、
当
該
任
期
が
更
新
さ
れ
、
又
は

業
を
し
て
い
る
非
常
勤
職
員
で
あ
っ
て
、
当
該
任
期
が
更
新
さ
れ
、
又
は

当
該
任
期
の
満
了
後
に
特
定
職
に
引
き
続
き
採
用
さ
れ
る
も
の
に
あ
っ
て

当
該
任
期
の
満
了
後
に
特
定
職
に
引
き
続
き
採
用
さ
れ
る
も
の
に
あ
っ
て

は
、
当
該
任
期
の
末
日
の
翌
日
又
は
当
該
引
き
続
き
採
用
さ
れ
る
日
）
を

は
、
当
該
任
期
の
末
日
の
翌
日
又
は
当
該
引
き
続
き
採
用
さ
れ
る
日
）
を

育
児
休
業
の
期
間
の
初
日
と
す
る
育
児
休
業
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
で
あ

育
児
休
業
の
期
間
の
初
日
と
す
る
育
児
休
業
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
で
あ

っ
て
、
次
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
き

当
該
子
の
一

っ
て
、
次
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
き

当
該
子
が
一

歳
六
か
月
到
達
日

歳
六
か
月
に
達
す
る
日

㈠
・
㈡

略

㈠
・
㈡

略
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（
非
常
勤
職
員
の
子
が
二
歳
に
達
す
る
日
ま
で
育
児
休
業
を
す
る
こ
と
が
で

き
る
場
合
）

第
二
条
の
四

法
第
二
条
第
一
項
の
条
例
で
定
め
る
場
合
は
、
一
歳
六
か
月
か

ら
二
歳
に
達
す
る
ま
で
の
子
を
養
育
す
る
た
め
、
非
常
勤
職
員
が
当
該
子
の

一
歳
六
か
月
到
達
日
の
翌
日
（
当
該
子
の
一
歳
六
か
月
到
達
日
後
の
期
間
に

お
い
て
こ
の
条
の
規
定
に
該
当
し
て
そ
の
任
期
の
末
日
を
育
児
休
業
の
期
間

の
末
日
と
す
る
育
児
休
業
を
し
て
い
る
非
常
勤
職
員
で
あ
っ
て
、
当
該
任
期

が
更
新
さ
れ
、
又
は
当
該
任
期
の
満
了
後
に
特
定
職
に
引
き
続
き
採
用
さ
れ

る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
任
期
の
末
日
の
翌
日
又
は
当
該
引
き
続
き
採
用

さ
れ
る
日
）
を
育
児
休
業
の
期
間
の
初
日
と
す
る
育
児
休
業
を
し
よ
う
と
す

る
場
合
で
あ
っ
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
き
と
す
る
。

一

当
該
子
に
つ
い
て
、
当
該
非
常
勤
職
員
が
当
該
子
の
一
歳
六
か
月
到
達

日
に
お
い
て
育
児
休
業
を
し
て
い
る
場
合
又
は
当
該
非
常
勤
職
員
の
配
偶

者
が
当
該
子
の
一
歳
六
か
月
到
達
日
に
お
い
て
法
等
育
児
休
業
を
し
て
い

る
場
合

二

当
該
子
の
一
歳
六
か
月
到
達
日
後
の
期
間
に
つ
い
て
育
児
休
業
を
す
る

こ
と
が
継
続
的
な
勤
務
の
た
め
に
特
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
と
し
て

人
事
委
員
会
規
則
又
は
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
場

合

第
二
条
の
五

略

第
二
条
の
四

略

（
再
度
の
育
児
休
業
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
特
別
の
事
情
）

（
再
度
の
育
児
休
業
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
特
別
の
事
情
）

第
三
条

法
第
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
条
例
で
定
め
る
特
別
の
事
情
は
、
次

第
三
条

法
第
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
条
例
で
定
め
る
特
別
の
事
情
は
、
次

に
掲
げ
る
事
情
と
す
る
。

に
掲
げ
る
事
情
と
す
る
。

一
～
五

略

一
～
五

略

六

配
偶
者
が
負
傷
又
は
疾
病
に
よ
り
入
院
し
た
こ
と
、
配
偶
者
と
別
居
し

六

配
偶
者
が
負
傷
又
は
疾
病
に
よ
り
入
院
し
た
こ
と
、
配
偶
者
と
別
居
し

た
こ
と
、
育
児
休
業
に
係
る
子
に
つ
い
て
児
童
福
祉
法
第
三
十
九
条
第
一

た
こ
と

項
に
規
定
す
る
保
育
所
、
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
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総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
七
十
七
号

）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
認
定
こ
ど
も
園
又
は
児
童
福
祉
法
第
二
十

四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
家
庭
的
保
育
事
業
等
（
以
下
「
保
育
所
等
」
と

い
う
。
）
に
お
け
る
保
育
の
利
用
を
希
望
し
、
申
込
み
を
行
っ
て
い
る
が

、
当
面
そ
の
実
施
が
行
わ
れ
な
い
こ
と
そ
の
他
の
育
児
休
業
の
終
了
時
に

そ
の
他
の
育
児
休
業
の
終
了
時
に

予
測
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
事
実
が
生
じ
た
こ
と
に
よ
り
当
該
育
児

予
測
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
事
実
が
生
じ
た
こ
と
に
よ
り
当
該
育
児

休
業
に
係
る
子
に
つ
い
て
育
児
休
業
を
し
な
け
れ
ば
そ
の
養
育
に
著
し
い

休
業
に
係
る
子
に
つ
い
て
育
児
休
業
を
し
な
け
れ
ば
そ
の
養
育
に
著
し
い

支
障
が
生
じ
る
こ
と
と
な
っ
た
こ
と
。

支
障
が
生
じ
る
こ
と
と
な
っ
た
こ
と
。

七

第
二
条
の
三
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
又
は
第
二
条
の

七

第
二
条
の
三
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と

四
の
規
定
に
該
当
す
る
こ
と
。

。

八

略

八

略

（
育
児
休
業
の
期
間
の
再
度
の
延
長
が
で
き
る
特
別
の
事
情
）

（
育
児
休
業
の
期
間
の
再
度
の
延
長
が
で
き
る
特
別
の
事
情
）

第
四
条

法
第
三
条
第
二
項
の
条
例
で
定
め
る
特
別
の
事
情
は
、
配
偶
者
が
負

第
四
条

法
第
三
条
第
二
項
の
条
例
で
定
め
る
特
別
の
事
情
は
、
配
偶
者
が
負

傷
又
は
疾
病
に
よ
り
入
院
し
た
こ
と
、
配
偶
者
と
別
居
し
た
こ
と
、
育
児
休

傷
又
は
疾
病
に
よ
り
入
院
し
た
こ
と
、
配
偶
者
と
別
居
し
た
こ
と

業
に
係
る
子
に
つ
い
て
保
育
所
等
に
お
け
る
保
育
の
利
用
を
希
望
し
、
申
込

み
を
行
っ
て
い
る
が
、
当
面
そ
の
実
施
が
行
わ
れ
な
い
こ
と
そ
の
他
の
育
児

そ
の
他
の
育
児

休
業
の
期
間
の
延
長
の
請
求
時
に
予
測
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
事
実
が

休
業
の
期
間
の
延
長
の
請
求
時
に
予
測
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
事
実
が

生
じ
た
こ
と
に
よ
り
当
該
育
児
休
業
に
係
る
子
に
つ
い
て
育
児
休
業
の
期
間

生
じ
た
こ
と
に
よ
り
当
該
育
児
休
業
に
係
る
子
に
つ
い
て
育
児
休
業
の
期
間

の
再
度
の
延
長
を
し
な
け
れ
ば
そ
の
養
育
に
著
し
い
支
障
が
生
じ
る
こ
と
と

の
再
度
の
延
長
を
し
な
け
れ
ば
そ
の
養
育
に
著
し
い
支
障
が
生
じ
る
こ
と
と

な
っ
た
こ
と
と
す
る
。

な
っ
た
こ
と
と
す
る
。

（
育
児
短
時
間
勤
務
終
了
か
ら
一
年
以
内
に
育
児
短
時
間
勤
務
を
す
る
こ
と

（
育
児
短
時
間
勤
務
終
了
か
ら
一
年
以
内
に
育
児
短
時
間
勤
務
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
特
別
の
事
情
）

が
で
き
る
特
別
の
事
情
）

第
十
一
条

法
第
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
条
例
で
定
め
る
特
別
の
事
情
は
、

第
十
一
条

法
第
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
条
例
で
定
め
る
特
別
の
事
情
は
、

次
に
掲
げ
る
事
情
と
す
る
。

次
に
掲
げ
る
事
情
と
す
る
。

一
～
六

略

一
～
六

略

七

配
偶
者
が
負
傷
又
は
疾
病
に
よ
り
入
院
し
た
こ
と
、
配
偶
者
と
別
居
し

七

配
偶
者
が
負
傷
又
は
疾
病
に
よ
り
入
院
し
た
こ
と
、
配
偶
者
と
別
居
し

た
こ
と
、
育
児
短
時
間
勤
務
に
係
る
子
に
つ
い
て
保
育
所
等
に
お
け
る
保

た
こ
と

育
の
利
用
を
希
望
し
、
申
込
み
を
行
っ
て
い
る
が
、
当
面
そ
の
実
施
が
行
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わ
れ
な
い
こ
と
そ
の
他
の
育
児
短
時
間
勤
務
の
終
了
時
に
予
測
す
る
こ
と

そ
の
他
の
育
児
短
時
間
勤
務
の
終
了
時
に
予
測
す
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
事
実
が
生
じ
た
こ
と
に
よ
り
当
該
育
児
短
時
間
勤
務
に

が
で
き
な
か
っ
た
事
実
が
生
じ
た
こ
と
に
よ
り
当
該
育
児
短
時
間
勤
務
に

係
る
子
に
つ
い
て
育
児
短
時
間
勤
務
を
し
な
け
れ
ば
そ
の
養
育
に
著
し
い

係
る
子
に
つ
い
て
育
児
短
時
間
勤
務
を
し
な
け
れ
ば
そ
の
養
育
に
著
し
い

支
障
が
生
じ
る
こ
と
と
な
っ
た
こ
と
。

支
障
が
生
じ
る
こ
と
と
な
っ
た
こ
と
。
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「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例案」について

（議案第１８８号）

平成２９年１２月４日

人 事 課

１ 改正理由

人事委員会からの職員の給与に関する報告及び勧告を受け、県職員の期末手当及び

勤勉手当の額を改定する必要がある。

２ 改正内容

⑴ 一般職の職員の給与に関する条例の一部改正（第１条、第２条）

期末・勤勉手当の年間支給月数を引き上げる。※詳細別紙

職員の区分 現 行 改正後 増 減

一般の職員 ４.１０月 ４.１５月 ＋０.０５月

再任用職員 ２.１５月 ２.２０月 ＋０.０５月

⑵ 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例及び一般職の任期付職員の採用等に

関する条例の一部改正（第３条、第４条関係）

任期付研究員及び特定任期付職員の期末手当の年間支給月数を引き上げる。

※詳細別紙

現 行 改正後 増 減

３.０５月 ３.１０月 ＋０.０５月

３ 施行期日等

・平成２９年度分：公布の日（平成２９年１２月１日適用）

・平成３０年度以降分：平成３０年４月１日

資料５（議案関係）



期末・勤勉手当の改定（支給割合）について

一般の職員

【　】内は、現行の支給割合からの増減

【5/100】

197.5/100

210/100

【5/100】 【5/100】

217.5/100

【5/100】

【5/100】
200/100

210/100250/100

【2.5/100】

212.5/100

【5/100】

415/100

【5/100】

217.5/100

410/100
415/100

【2.5/100】

250/100

215/100

165/100

【5/100】
勤勉

212.5/100

勤勉

132.5/100

【5/100】

197.5/100

12月

期末

計

期末

80/100

６月

期末

勤勉

117.5/100 117.5/100 97.5/100

【2.5/100】
197.5/100 197.5/100

117.5/100

200/100

100/100

＜別　紙＞

特定幹部職員以外の職員 特定幹部職員

２９年度

80/100 80/100

２９年度 ３０年度以降
現行

100/100

215/100

【2.5/100】

改正後

102.5/100

【2.5/100】

210/100

97.5/100

102.5/100

200/100

【2.5/100】

【2.5/100】

132.5/100

85/100

132.5/100

82.5/100

112.5/100 112.5/100

100/100

112.5/100

105/100

97.5/100

現行
３０年度以降

改正後

【2.5/100】

160/100

250/100

【5/100】

82.5/100

165/100 205/100

【5/100】

415/100

【5/100】

205/100

410/100
415/100
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再任用職員

【　】内は、現行の支給割合からの増減

任期付研究員・特定任期付職員

【　】内は、現行の支給割合からの増減

220/100

【5/100】 【5/100】 【5/100】 【5/100】

100/100

【5/100】 【5/100】 【5/100】 【5/100】

215/100
220/100 220/100

215/100
220/100

勤勉 75/100
80/100 80/100

95/100
100/100

【5/100】 【2.5/100】

計

期末 140/100 140/100 140/100 120/100 120/100 120/100

【5/100】 【2.5/100】

115/100
120/100 117.5/100

115/100
120/100 117.5/100

【5/100】

67.5/100 67.5/100

勤勉 37.5/100
42.5/100 40/100

47.5/100
52.5/100 50/100

【5/100】
12月

期末 77.5/100 77.5/100 77.5/100

【2.5/100】

67.5/100

【2.5/100】

【2.5/100】

100/100 100/100
102.5/100

100/100 100/100
102.5/100

【2.5/100】 【2.5/100】

52.5/100 52.5/100

勤勉 37.5/100 37.5/100
40/100

47.5/100 47.5/100
50/100

【2.5/100】
６月

期末 62.5/100 62.5/100 62.5/100 52.5/100

特定幹部職員

現行
改正後

現行
改正後

２９年度 ３０年度以降 ２９年度 ３０年度以降

期
末
手
当

６月 152.5/100 152.5/100

12月 152.5/100
157.5/100

【5/100】

305/100
310/100

【5/100】

【2.5/100】

155/100

【2.5/100】

155/100

２９年度
現行

改正後

３０年度以降

310/100

【5/100】

特定幹部職員以外の職員

- 3 -
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一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
新
旧
対
照
表

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
（
第
一
条
に
よ
る
改
正
）

新

旧

（
勤
勉
手
当
）

（
勤
勉
手
当
）

第
二
十
二
条

略

第
二
十
二
条

略

２

勤
勉
手
当
の
額
は
、
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る

２

勤
勉
手
当
の
額
は
、
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る

支
給
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
任
命
権
者
が

支
給
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
任
命
権
者
が

支
給
す
る
勤
勉
手
当
の
額
の
、
そ
の
者
に
所
属
す
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職

支
給
す
る
勤
勉
手
当
の
額
の
、
そ
の
者
に
所
属
す
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職

員
の
区
分
ご
と
の
総
額
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
超
え
て
は
な
ら
な
い

員
の
区
分
ご
と
の
総
額
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
超
え
て
は
な
ら
な
い

。

。

一

前
項
の
職
員
の
う
ち
再
任
用
職
員
以
外
の
職
員

当
該
職
員
の
勤
勉
手

一

前
項
の
職
員
の
う
ち
再
任
用
職
員
以
外
の
職
員

当
該
職
員
の
勤
勉
手

当
基
礎
額
に
当
該
職
員
が
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
日
現
在
（
退
職
し
、
若
し
く

当
基
礎
額
に
当
該
職
員
が
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
日
現
在
（
退
職
し
、
若
し
く

は
失
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
職
員
に
あ
つ
て
は
、
退
職
し
、
若
し
く
は
失

は
失
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
職
員
に
あ
つ
て
は
、
退
職
し
、
若
し
く
は
失

職
し
、
又
は
死
亡
し
た
日
現
在
。
次
項
及
び
附
則
第
二
項
第
四
号
に
お
い

職
し
、
又
は
死
亡
し
た
日
現
在
。
次
項
及
び
附
則
第
二
項
第
四
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
お
い
て
受
け
る
べ
き
扶
養
手
当
の
月
額
及
び
こ
れ
に
対
す

て
同
じ
。
）
に
お
い
て
受
け
る
べ
き
扶
養
手
当
の
月
額
及
び
こ
れ
に
対
す

る
地
域
手
当
の
月
額
の
合
計
額
を
加
算
し
た
額
に
百
分
の
八
十
五
（
特
定

る
地
域
手
当
の
月
額
の
合
計
額
を
加
算
し
た
額
に
百
分
の
八
十

（
特
定

幹
部
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
百
五
）
を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額

幹
部
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
百

）
を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額

二

前
項
の
職
員
の
う
ち
再
任
用
職
員

当
該
再
任
用
職
員
の
勤
勉
手
当
基

二

前
項
の
職
員
の
う
ち
再
任
用
職
員

当
該
再
任
用
職
員
の
勤
勉
手
当
基

礎
額
に
百
分
の
四
十
二
・
五
（
特
定
幹
部
職
員
に
あ
つ
て
は
百
分
の
五
十

礎
額
に
百
分
の
三
十
七
・
五
（
特
定
幹
部
職
員
に
あ
つ
て
は
百
分
の
四
十

二
・
五
）
を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額

七
・
五
）
を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額

３
～
５

略

３
～
５

略

附

則

附

則

１
～
４

略

１
～
４

略

５

附
則
第
二
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
間
、
第
二
十
二
条
第
二
項
第
一
号
に

５

附
則
第
二
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
間
、
第
二
十
二
条
第
二
項
第
一
号
に

定
め
る
額
は
、
同
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
号
の
規
定
に
よ
り
算
出
し

定
め
る
額
は
、
同
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
号
の
規
定
に
よ
り
算
出
し

た
額
か
ら
、
同
号
に
掲
げ
る
職
員
で
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
給
与
が
減

た
額
か
ら
、
同
号
に
掲
げ
る
職
員
で
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
給
与
が
減

ぜ
ら
れ
て
支
給
さ
れ
る
も
の
の
勤
勉
手
当
減
額
対
象
額
に
百
分
の
〇
・
八
五

ぜ
ら
れ
て
支
給
さ
れ
る
も
の
の
勤
勉
手
当
減
額
対
象
額
に
百
分
の
〇
・
八
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（
特
定
幹
部
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
一
・
〇
五
）
を
乗
じ
て
得
た
額
（

（
特
定
幹
部
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
一

）
を
乗
じ
て
得
た
額
（

最
低
号
給
に
達
し
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
勤
勉
手
当
減
額
基
礎
額
に
百
分

最
低
号
給
に
達
し
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
勤
勉
手
当
減
額
基
礎
額
に
百
分

の
八
十
五
（
特
定
幹
部
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
百
五
）
を
乗
じ
て
得
た

の
八
十

（
特
定
幹
部
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
百

）
を
乗
じ
て
得
た

額
）
の
総
額
に
相
当
す
る
額
を
減
じ
た
額
と
す
る
。

額
）
の
総
額
に
相
当
す
る
額
を
減
じ
た
額
と
す
る
。

６
・
７

略

６
・
７

略

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
（
第
二
条
に
よ
る
改
正
）

新

旧

（
勤
勉
手
当
）

（
勤
勉
手
当
）

第
二
十
二
条

略

第
二
十
二
条

略

２

勤
勉
手
当
の
額
は
、
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る

２

勤
勉
手
当
の
額
は
、
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る

支
給
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
任
命
権
者
が

支
給
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
任
命
権
者
が

支
給
す
る
勤
勉
手
当
の
額
の
、
そ
の
者
に
所
属
す
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職

支
給
す
る
勤
勉
手
当
の
額
の
、
そ
の
者
に
所
属
す
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職

員
の
区
分
ご
と
の
総
額
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
超
え
て
は
な
ら
な
い

員
の
区
分
ご
と
の
総
額
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
超
え
て
は
な
ら
な
い

。

。

一

前
項
の
職
員
の
う
ち
再
任
用
職
員
以
外
の
職
員

当
該
職
員
の
勤
勉
手

一

前
項
の
職
員
の
う
ち
再
任
用
職
員
以
外
の
職
員

当
該
職
員
の
勤
勉
手

当
基
礎
額
に
当
該
職
員
が
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
日
現
在
（
退
職
し
、
若
し
く

当
基
礎
額
に
当
該
職
員
が
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
日
現
在
（
退
職
し
、
若
し
く

は
失
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
職
員
に
あ
つ
て
は
、
退
職
し
、
若
し
く
は
失

は
失
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
職
員
に
あ
つ
て
は
、
退
職
し
、
若
し
く
は
失

職
し
、
又
は
死
亡
し
た
日
現
在
。
次
項
及
び
附
則
第
二
項
第
四
号
に
お
い

職
し
、
又
は
死
亡
し
た
日
現
在
。
次
項
及
び
附
則
第
二
項
第
四
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
お
い
て
受
け
る
べ
き
扶
養
手
当
の
月
額
及
び
こ
れ
に
対
す

て
同
じ
。
）
に
お
い
て
受
け
る
べ
き
扶
養
手
当
の
月
額
及
び
こ
れ
に
対
す

る
地
域
手
当
の
月
額
の
合
計
額
を
加
算
し
た
額
に
百
分
の
八
十
二
・
五
（

る
地
域
手
当
の
月
額
の
合
計
額
を
加
算
し
た
額
に
百
分
の
八
十
五

（

特
定
幹
部
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
百
二
・
五
）
を
乗
じ
て
得
た
額
の

特
定
幹
部
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
百
五

）
を
乗
じ
て
得
た
額
の

総
額

総
額

二

前
項
の
職
員
の
う
ち
再
任
用
職
員

当
該
再
任
用
職
員
の
勤
勉
手
当
基

二

前
項
の
職
員
の
う
ち
再
任
用
職
員

当
該
再
任
用
職
員
の
勤
勉
手
当
基

礎
額
に
百
分
の
四
十

（
特
定
幹
部
職
員
に
あ
つ
て
は
百
分
の
五
十

礎
額
に
百
分
の
四
十
二
・
五
（
特
定
幹
部
職
員
に
あ
つ
て
は
百
分
の
五
十

）
を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額

二
・
五
）
を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額

３
～
５

略

３
～
５

略
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附

則

附

則

１
～
４

略

１
～
４

略

５

附
則
第
二
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
間
、
第
二
十
二
条
第
二
項
第
一
号
に

５

附
則
第
二
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
間
、
第
二
十
二
条
第
二
項
第
一
号
に

定
め
る
額
は
、
同
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
号
の
規
定
に
よ
り
算
出
し

定
め
る
額
は
、
同
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
号
の
規
定
に
よ
り
算
出
し

た
額
か
ら
、
同
号
に
掲
げ
る
職
員
で
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
給
与
が
減

た
額
か
ら
、
同
号
に
掲
げ
る
職
員
で
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
給
与
が
減

ぜ
ら
れ
て
支
給
さ
れ
る
も
の
の
勤
勉
手
当
減
額
対
象
額
に
百
分
の
〇
・
八
二

ぜ
ら
れ
て
支
給
さ
れ
る
も
の
の
勤
勉
手
当
減
額
対
象
額
に
百
分
の
〇
・
八
五

五
（
特
定
幹
部
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
一
・
〇
二
五
）
を
乗
じ
て
得
た

（
特
定
幹
部
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
一
・
〇
五

）
を
乗
じ
て
得
た

額
（
最
低
号
給
に
達
し
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
勤
勉
手
当
減
額
基
礎
額
に

額
（
最
低
号
給
に
達
し
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
勤
勉
手
当
減
額
基
礎
額
に

百
分
の
八
十
二
・
五
（
特
定
幹
部
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
百
二
・
五
）

百
分
の
八
十
五

（
特
定
幹
部
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
百
五

）

を
乗
じ
て
得
た
額
）
の
総
額
に
相
当
す
る
額
を
減
じ
た
額
と
す
る
。

を
乗
じ
て
得
た
額
）
の
総
額
に
相
当
す
る
額
を
減
じ
た
額
と
す
る
。

６
・
７

略

６
・
７

略

一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
（
第
三
条
第
一
号
に
よ
る
改
正
）

新

旧

（
給
与
条
例
の
適
用
除
外
等
）

（
給
与
条
例
の
適
用
除
外
等
）

第
六
条

略

第
六
条

略

２

第
一
号
任
期
付
研
究
員
及
び
第
二
号
任
期
付
研
究
員
に
対
す
る
給
与
条
例

２

第
一
号
任
期
付
研
究
員
及
び
第
二
号
任
期
付
研
究
員
に
対
す
る
給
与
条
例

第
二
条
、
第
十
八
条
の
二
第
一
項
、
第
十
九
条
第
二
項
及
び
第
二
十
一
条
第

第
二
条
、
第
十
八
条
の
二
第
一
項
、
第
十
九
条
第
二
項
及
び
第
二
十
一
条
第

二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
給
与
条
例
第
二
条
中
「
義
務
教
育
等
教

二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
給
与
条
例
第
二
条
中
「
義
務
教
育
等
教

員
特
別
手
当
」
と
あ
る
の
は
「
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
、
一
般
職
の
任

員
特
別
手
当
」
と
あ
る
の
は
「
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
、
一
般
職
の
任

期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
二
年
秋
田
県
条
例
第
百
五

期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
二
年
秋
田
県
条
例
第
百
五

十
二
号
。
以
下
「
任
期
付
研
究
員
条
例
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
五
項
に
規

十
二
号
。
以
下
「
任
期
付
研
究
員
条
例
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
五
項
に
規

定
す
る
任
期
付
研
究
員
業
績
手
当
」
と
、
給
与
条
例
第
十
八
条
の
二
第
一
項

定
す
る
任
期
付
研
究
員
業
績
手
当
」
と
、
給
与
条
例
第
十
八
条
の
二
第
一
項

中
「
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
条
第
一
項
に

中
「
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
条
第
一
項
に

規
定
す
る
職
員
又
は
任
期
付
研
究
員
条
例
第
三
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
採

規
定
す
る
職
員
又
は
任
期
付
研
究
員
条
例
第
三
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
採

用
さ
れ
た
職
員
」
と
、
給
与
条
例
第
十
九
条
第
二
項
中
「
第
九
条
第
一
項
に

用
さ
れ
た
職
員
」
と
、
給
与
条
例
第
十
九
条
第
二
項
中
「
第
九
条
第
一
項
に
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規
定
す
る
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
及
び
任

規
定
す
る
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
及
び
任

期
付
研
究
員
条
例
第
三
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
」
と
、

期
付
研
究
員
条
例
第
三
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
」
と
、

給
与
条
例
第
二
十
一
条
第
二
項
中
「
百
分
の
百
十
七
・
五
」
と
あ
る
の
は
「

給
与
条
例
第
二
十
一
条
第
二
項
中
「
百
分
の
百
十
七
・
五
」
と
あ
り
、
及
び

百
分
の
百
五
十
二
・
五
」
と
、
「
百
分
の
百
三
十
二
・
五
」
と
あ
る
の
は
「

「
百
分
の
百
三
十
二
・
五
」
と
あ
る
の
は
「

百
分
の
百
五
十
七
・
五
」
と
す
る
。

百
分
の
百
五
十
二
・
五
」
と
す
る
。

一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
（
第
三
条
第
二
号
に
よ
る
改
正
）

新

旧

（
特
定
任
期
付
職
員
の
給
与
条
例
の
適
用
除
外
等
）

（
特
定
任
期
付
職
員
の
給
与
条
例
の
適
用
除
外
等
）

第
八
条

略

第
八
条

略

２

特
定
任
期
付
職
員
に
対
す
る
給
与
条
例
第
二
条
、
第
十
一
条
の
三
、
第
十

２

特
定
任
期
付
職
員
に
対
す
る
給
与
条
例
第
二
条
、
第
十
一
条
の
三
、
第
十

八
条
の
二
第
一
項
、
第
十
九
条
第
二
項
及
び
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
の

八
条
の
二
第
一
項
、
第
十
九
条
第
二
項
及
び
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
給
与
条
例
第
二
条
中
「
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
」

適
用
に
つ
い
て
は
、
給
与
条
例
第
二
条
中
「
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
」

と
あ
る
の
は
「
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
、
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採

と
あ
る
の
は
「
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
、
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採

用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
秋
田
県
条
例
第
六
十
九
号
。
以
下
「
任

用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
秋
田
県
条
例
第
六
十
九
号
。
以
下
「
任

期
付
職
員
条
例
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
特
定
任
期
付
職

期
付
職
員
条
例
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
特
定
任
期
付
職

員
業
績
手
当
」
と
、
給
与
条
例
第
十
一
条
の
三
中
「
職
員
」
と
あ
る
の
は
「

員
業
績
手
当
」
と
、
給
与
条
例
第
十
一
条
の
三
中
「
職
員
」
と
あ
る
の
は
「

職
員
及
び
任
期
付
職
員
条
例
第
七
条
第
一
項
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職

職
員
及
び
任
期
付
職
員
条
例
第
七
条
第
一
項
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職

員
（
医
療
業
務
に
従
事
す
る
職
員
で
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の
に
限
る
。

員
（
医
療
業
務
に
従
事
す
る
職
員
で
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の
に
限
る
。

）
」
と
、
給
与
条
例
第
十
八
条
の
二
第
一
項
中
「
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す

）
」
と
、
給
与
条
例
第
十
八
条
の
二
第
一
項
中
「
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す

る
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
又
は
任
期
付
職

る
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
又
は
任
期
付
職

員
条
例
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
」
と
、
給
与
条
例

員
条
例
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
」
と
、
給
与
条
例

第
十
九
条
第
二
項
中
「
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
」
と
あ
る
の
は
「

第
十
九
条
第
二
項
中
「
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
」
と
あ
る
の
は
「

第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
及
び
任
期
付
職
員
条
例
第
二
条
第
一
項
の

第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
及
び
任
期
付
職
員
条
例
第
二
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
」
と
、
給
与
条
例
第
二
十
一
条
第
二
項
中
「

規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
」
と
、
給
与
条
例
第
二
十
一
条
第
二
項
中
「

百
分
の
百
十
七
・
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
五
十
二
・
五
」
と
、
「
百

百
分
の
百
十
七
・
五
」
と
あ
り
、
及
び

「
百

分
の
百
三
十
二
・
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
五
十
七
・
五
」
と
す
る
。

分
の
百
三
十
二
・
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
五
十
二
・
五
」
と
す
る
。
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一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
（
第
四
条
第
一
号
に
よ
る
改
正
）

新

旧

（
給
与
条
例
の
適
用
除
外
等
）

（
給
与
条
例
の
適
用
除
外
等
）

第
六
条

略

第
六
条

略

２

第
一
号
任
期
付
研
究
員
及
び
第
二
号
任
期
付
研
究
員
に
対
す
る
給
与
条
例

２

第
一
号
任
期
付
研
究
員
及
び
第
二
号
任
期
付
研
究
員
に
対
す
る
給
与
条
例

第
二
条
、
第
十
八
条
の
二
第
一
項
、
第
十
九
条
第
二
項
及
び
第
二
十
一
条
第

第
二
条
、
第
十
八
条
の
二
第
一
項
、
第
十
九
条
第
二
項
及
び
第
二
十
一
条
第

二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
給
与
条
例
第
二
条
中
「
義
務
教
育
等
教

二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
給
与
条
例
第
二
条
中
「
義
務
教
育
等
教

員
特
別
手
当
」
と
あ
る
の
は
「
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
、
一
般
職
の
任

員
特
別
手
当
」
と
あ
る
の
は
「
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
、
一
般
職
の
任

期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
二
年
秋
田
県
条
例
第
百
五

期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
二
年
秋
田
県
条
例
第
百
五

十
二
号
。
以
下
「
任
期
付
研
究
員
条
例
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
五
項
に
規

十
二
号
。
以
下
「
任
期
付
研
究
員
条
例
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
五
項
に
規

定
す
る
任
期
付
研
究
員
業
績
手
当
」
と
、
給
与
条
例
第
十
八
条
の
二
第
一
項

定
す
る
任
期
付
研
究
員
業
績
手
当
」
と
、
給
与
条
例
第
十
八
条
の
二
第
一
項

中
「
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
条
第
一
項
に

中
「
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
条
第
一
項
に

規
定
す
る
職
員
又
は
任
期
付
研
究
員
条
例
第
三
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
採

規
定
す
る
職
員
又
は
任
期
付
研
究
員
条
例
第
三
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
採

用
さ
れ
た
職
員
」
と
、
給
与
条
例
第
十
九
条
第
二
項
中
「
第
九
条
第
一
項
に

用
さ
れ
た
職
員
」
と
、
給
与
条
例
第
十
九
条
第
二
項
中
「
第
九
条
第
一
項
に

規
定
す
る
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
及
び
任

規
定
す
る
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
及
び
任

期
付
研
究
員
条
例
第
三
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
」
と
、

期
付
研
究
員
条
例
第
三
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
」
と
、

給
与
条
例
第
二
十
一
条
第
二
項
中
「
百
分
の
百
十
七
・
五
」
と
あ
り
、
及
び

給
与
条
例
第
二
十
一
条
第
二
項
中
「
百
分
の
百
十
七
・
五
」
と
あ
る
の
は
「

「
百
分
の
百
三
十
二
・
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の

百
分
の
百
五
十
二
・
五
」
と
、
「
百
分
の
百
三
十
二
・
五
」
と
あ
る
の
は
「

百
五
十
五

」
と
す
る
。

百
分
の
百
五
十
七
・
五
」
と
す
る
。

一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
（
第
四
条
第
二
号
に
よ
る
改
正
）

新

旧

（
特
定
任
期
付
職
員
の
給
与
条
例
の
適
用
除
外
等
）

（
特
定
任
期
付
職
員
の
給
与
条
例
の
適
用
除
外
等
）
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第
八
条

略

第
八
条

略

２

特
定
任
期
付
職
員
に
対
す
る
給
与
条
例
第
二
条
、
第
十
一
条
の
三
、
第
十

２

特
定
任
期
付
職
員
に
対
す
る
給
与
条
例
第
二
条
、
第
十
一
条
の
三
、
第
十

八
条
の
二
第
一
項
、
第
十
九
条
第
二
項
及
び
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
の

八
条
の
二
第
一
項
、
第
十
九
条
第
二
項
及
び
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
給
与
条
例
第
二
条
中
「
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
」

適
用
に
つ
い
て
は
、
給
与
条
例
第
二
条
中
「
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
」

と
あ
る
の
は
「
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
、
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採

と
あ
る
の
は
「
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
、
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採

用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
秋
田
県
条
例
第
六
十
九
号
。
以
下
「
任

用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
秋
田
県
条
例
第
六
十
九
号
。
以
下
「
任

期
付
職
員
条
例
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
特
定
任
期
付
職

期
付
職
員
条
例
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
特
定
任
期
付
職

員
業
績
手
当
」
と
、
給
与
条
例
第
十
一
条
の
三
中
「
職
員
」
と
あ
る
の
は
「

員
業
績
手
当
」
と
、
給
与
条
例
第
十
一
条
の
三
中
「
職
員
」
と
あ
る
の
は
「

職
員
及
び
任
期
付
職
員
条
例
第
七
条
第
一
項
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職

職
員
及
び
任
期
付
職
員
条
例
第
七
条
第
一
項
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職

員
（
医
療
業
務
に
従
事
す
る
職
員
で
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の
に
限
る
。

員
（
医
療
業
務
に
従
事
す
る
職
員
で
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の
に
限
る
。

）
」
と
、
給
与
条
例
第
十
八
条
の
二
第
一
項
中
「
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す

）
」
と
、
給
与
条
例
第
十
八
条
の
二
第
一
項
中
「
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す

る
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
又
は
任
期
付
職

る
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
又
は
任
期
付
職

員
条
例
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
」
と
、
給
与
条
例

員
条
例
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
」
と
、
給
与
条
例

第
十
九
条
第
二
項
中
「
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
」
と
あ
る
の
は
「

第
十
九
条
第
二
項
中
「
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
」
と
あ
る
の
は
「

第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
及
び
任
期
付
職
員
条
例
第
二
条
第
一
項
の

第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
及
び
任
期
付
職
員
条
例
第
二
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
」
と
、
給
与
条
例
第
二
十
一
条
第
二
項
中
「

規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
」
と
、
給
与
条
例
第
二
十
一
条
第
二
項
中
「

百
分
の
百
十
七
・
五
」
と
あ
り
、
及
び

「
百

百
分
の
百
十
七
・
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
五
十
二
・
五
」
と
、
「
百

分
の
百
三
十
二
・
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
五
十
五

」
と
す
る
。

分
の
百
三
十
二
・
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
五
十
七
・
五
」
と
す
る
。
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「知事等の給与および旅費に関する条例の一部を改正する条例案」について

（議案第１８９号）

平成２９年１２月４日

人 事 課

１ 改正内容

一般職の職員の給与改定により、知事、副知事及び常勤の監査委員に対する期末

手当の支給月数を引き上げる。

支給期 現 行
改 正 後

平成２９年度 平成３０年度以降

６月 １．５２５月 １．５２５月
１．５５月

（+０．０２５月）

１２月 １．５２５月
１．５７５月 １．５５月

（+０．０５月） (+０．０２５月)

年間計 ３．０５月
３．１０月 ３．１０月

（+０．０５月） （+０．０５月）

（ ）内は現行の支給月数との比較

２ 施行期日等

・平成２９年度分：公布の日（平成２９年１２月１日適用）

・平成３０年度以降分：平成３０年４月１日

資料６（議案関係）
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知
事
等
の
給
与
お
よ
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
新
旧
対
照
表

知
事
等
の
給
与
お
よ
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
（
第
一
条
に
よ
る
改
正
）

新

旧

（
期
末
手
当
）

（
期
末
手
当
）

第
八
条

略

第
八
条

略

２

知
事
等
の
期
末
手
当
の
額
は
、
職
員
の
給
与
条
例
の
適
用
を
受
け
る
職
員

２

知
事
等
の
期
末
手
当
の
額
は
、
職
員
の
給
与
条
例
の
適
用
を
受
け
る
職
員

の
例
に
よ
り
算
出
し
た
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
職
員
の
給
与
条

の
例
に
よ
り
算
出
し
た
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
職
員
の
給
与
条

例
第
二
十
一
条
第
二
項
中
「
期
末
手
当
基
礎
額
」
と
あ
る
の
は
「
給
料
月
額

例
第
二
十
一
条
第
二
項
中
「
期
末
手
当
基
礎
額
」
と
あ
る
の
は
「
給
料
月
額

の
百
分
の
百
四
十
五
に
相
当
す
る
額
」
と
、
「
百
分
の
百
十
七
・
五
」
と
あ

の
百
分
の
百
四
十
五
に
相
当
す
る
額
」
と
、
「
百
分
の
百
十
七
・
五
」
と
あ

る
の
は
「
百
分
の
百
五
十
二
・
五
」
と
、
「
百
分
の
百
三
十
二
・
五
」
と
あ

り
、
及
び

「
百
分
の
百
三
十
二
・
五
」
と
あ

る
の
は
「
百
分
の
百
五
十
七
・
五
」
と
す
る
。

る
の
は
「
百
分
の
百
五
十
二
・
五
」
と
す
る
。

３
・
４

略

３
・
４

略

知
事
等
の
給
与
お
よ
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
（
第
二
条
に
よ
る
改
正
）

新

旧

（
期
末
手
当
）

（
期
末
手
当
）

第
八
条

略

第
八
条

略

２

知
事
等
の
期
末
手
当
の
額
は
、
職
員
の
給
与
条
例
の
適
用
を
受
け
る
職
員

２

知
事
等
の
期
末
手
当
の
額
は
、
職
員
の
給
与
条
例
の
適
用
を
受
け
る
職
員

の
例
に
よ
り
算
出
し
た
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
職
員
の
給
与
条

の
例
に
よ
り
算
出
し
た
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
職
員
の
給
与
条

例
第
二
十
一
条
第
二
項
中
「
期
末
手
当
基
礎
額
」
と
あ
る
の
は
「
給
料
月
額

例
第
二
十
一
条
第
二
項
中
「
期
末
手
当
基
礎
額
」
と
あ
る
の
は
「
給
料
月
額

の
百
分
の
百
四
十
五
に
相
当
す
る
額
」
と
、
「
百
分
の
百
十
七
・
五
」
と
あ

の
百
分
の
百
四
十
五
に
相
当
す
る
額
」
と
、
「
百
分
の
百
十
七
・
五
」
と
あ

り
、
及
び

「
百
分
の
百
三
十
二
・
五
」
と
あ

る
の
は
「
百
分
の
百
五
十
二
・
五
」
と
、
「
百
分
の
百
三
十
二
・
五
」
と
あ

る
の
は
「
百
分
の
百
五
十
五

」
と
す
る
。

る
の
は
「
百
分
の
百
五
十
七
・
五
」
と
す
る
。

３
・
４

略

３
・
４

略
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「県議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例案」について

（議案第１８７号）

平成２９年１２月４日

人 事 課

１ 改正内容

県議会議員に対する期末手当の支給月数を引き上げる。

支給期 現 行
改 正 後

平成２９年度 平成３０年度以降

６月 １．５２５月 １．５２５月
１．５５月

（+０．０２５月）

１２月 １．５２５月
１．５７５月 １．５５月

（+０．０５月） (+０．０２５月)

年間計 ３．０５月
３．１０月 ３．１０月

（+０．０５月） （+０．０５月）

（ ）内は現行の支給月数との比較

２ 施行期日等

・平成２９年度分：公布の日（平成２９年１２月１日適用）

・平成３０年度以降分：平成３０年４月１日

資料７（議案関係）
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県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
新
旧
対
照
表

県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
（
第
一
条
に
よ
る
改
正
）

新

旧

第
一
条
の
二

略

第
一
条
の
二

略

２

県
議
会
議
員
の
期
末
手
当
の
支
給
に
関
し
て
は
、
一
般
職
員
の
例
に
よ
る

２

県
議
会
議
員
の
期
末
手
当
の
支
給
に
関
し
て
は
、
一
般
職
員
の
例
に
よ
る

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
第
二
十
一

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
第
二
十
一

条
第
二
項
中
「
期
末
手
当
基
礎
額
」
と
あ
る
の
は
「
議
員
報
酬
月
額
の
百
分

条
第
二
項
中
「
期
末
手
当
基
礎
額
」
と
あ
る
の
は
「
議
員
報
酬
月
額
の
百
分

の
百
四
十
五
に
相
当
す
る
額
」
と
、
「
百
分
の
百
十
七
・
五
」
と
あ
る
の
は

の
百
四
十
五
に
相
当
す
る
額
」
と
、
「
百
分
の
百
十
七
・
五
」
と
あ
り
、
及

「
百
分
の
百
五
十
二
・
五
」
と
、
「
百
分
の
百
三
十
二
・
五
」
と
あ
る
の
は

び

「
百
分
の
百
三
十
二
・
五
」
と
あ
る
の
は

「
百
分
の
百
五
十
七
・
五
」
と
す
る
。

「
百
分
の
百
五
十
二
・
五
」
と
す
る
。

県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
（
第
二
条
に
よ
る
改
正
）

新

旧

第
一
条
の
二

略

第
一
条
の
二

略

２

県
議
会
議
員
の
期
末
手
当
の
支
給
に
関
し
て
は
、
一
般
職
員
の
例
に
よ
る

２

県
議
会
議
員
の
期
末
手
当
の
支
給
に
関
し
て
は
、
一
般
職
員
の
例
に
よ
る

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
第
二
十
一

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
第
二
十
一

条
第
二
項
中
「
期
末
手
当
基
礎
額
」
と
あ
る
の
は
「
議
員
報
酬
月
額
の
百
分

条
第
二
項
中
「
期
末
手
当
基
礎
額
」
と
あ
る
の
は
「
議
員
報
酬
月
額
の
百
分

の
百
四
十
五
に
相
当
す
る
額
」
と
、
「
百
分
の
百
十
七
・
五
」
と
あ
り
、
及

の
百
四
十
五
に
相
当
す
る
額
」
と
、
「
百
分
の
百
十
七
・
五
」
と
あ
る
の
は

び

「
百
分
の
百
三
十
二
・
五
」
と
あ
る
の
は

「
百
分
の
百
五
十
二
・
五
」
と
、
「
百
分
の
百
三
十
二
・
五
」
と
あ
る
の
は

「
百
分
の
百
五
十
五

」
と
す
る
。

「
百
分
の
百
五
十
七
・
五
」
と
す
る
。
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資料８（議案関係）

「秋田県県税条例の一部を改正する条例案」について

（議案第１９０号）

平成２９年１２月４日

税 務 課

１ 改正理由

電子情報処理組織を使用する道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）等に規定

する申請等の開始に伴い、自動車取得税の納付の方法及び自動車税（月割課税）の徴収

の方法について特例を定める必要がある。

２ 改正内容

自動車取得税

「自動車保有関係手続のワンストップサービス」（以下「ＯＳＳ」という。）を利

用して自動車保有のための諸手続を行う場合には、証紙による納付に代えて、自動車

取得税を電子納税させることとする。（第１１１条関係）

自動車税

ＯＳＳを利用して自動車保有のための諸手続を行う場合には、証紙徴収に代えて、

自動車税（月割課税）を電子納税させる方法により徴収することとする。（第１２７

条の２関係）

【ＯＳＳ】

自動車保有のための諸手続（運輸支局への登録、保管場所証明申請、自動車取

得税申告等）及び税・手数料の納付をインターネット上で一括して行うことがで

きるシステム。本県では平成３０年１月４日から自動車取得税及び自動車税（月

割課税）の申告及び納付ができるようになる。

【自動車税（月割課税）】

年度の途中に新規登録された自動車に対し、新規登録の際に、当該年度の残月

数に応じて課税される自動車税

【電子納税】

インターネットバンキング又は一部のＡＴＭを利用した納付

３ 施行期日

この条例は、平成３０年１月４日から施行することとする。
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秋
田
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
新
旧
対
照
表

新

旧

（
自
動
車
取
得
税
の
申
告
納
付
）

（
自
動
車
取
得
税
の
申
告
納
付
）

第
百
十
一
条

略

第
百
十
一
条

略

２
・
３

略

２
・
３

略

４

自
動
車
取
得
税
の
納
税
義
務
者
は
、
前
三
項
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
取
得

４

自
動
車
取
得
税
の
納
税
義
務
者
は
、
前
三
項
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
取
得

税
額
を
納
付
す
る
場
合
（
法
第
百
三
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
自
動
車
取

税
額
を
納
付
す
る
場
合
（
法
第
百
三
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
自
動
車
取

得
税
額
に
係
る
延
滞
金
額
を
納
付
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
は
、
こ
れ
ら
の

得
税
額
に
係
る
延
滞
金
額
を
納
付
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
は
、
こ
れ
ら
の

規
定
に
よ
る
申
告
書
又
は
修
正
申
告
書
に
証
紙
を
貼
る
こ
と
に
代
え
て
、
証

規
定
に
よ
る
申
告
書
又
は
修
正
申
告
書
に
証
紙
を
は
る
こ
と
に
代
え
て
、
証

紙
代
金
収
納
計
器
（
証
紙
に
代
わ
る
べ
き
印
影
を
表
示
す
る
装
置
を
付
し
た

紙
代
金
収
納
計
器
（
証
紙
に
代
わ
る
べ
き
印
影
を
表
示
す
る
装
置
を
付
し
た

計
器
を
い
う
。
以
下
「
収
納
計
器
」
と
い
う
。
）
で
当
該
申
告
書
又
は
修
正

計
器
を
い
う
。
以
下
「
収
納
計
器
」
と
い
う
。
）
で
当
該
申
告
書
又
は
修
正

申
告
書
に
納
付
す
べ
き
自
動
車
取
得
税
額
（
当
該
自
動
車
取
得
税
額
に
係
る

申
告
書
に
納
付
す
べ
き
自
動
車
取
得
税
額
（
当
該
自
動
車
取
得
税
額
に
係
る

延
滞
金
額
を
含
む
。
）
に
相
当
す
る
金
額
の
表
示
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
納

延
滞
金
額
を
含
む
。
）
に
相
当
す
る
金
額
の
表
示
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
納

付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
収
納
計
器
に
よ
る
表
示
の
方
法
に
よ

付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
収
納
計
器
に
よ
る
表
示
の
方
法
に
よ

り
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
当
該
自
動
車
取
得
税
額
に
相
当

り
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
当
該
自
動
車
取
得
税
額
に
相
当

す
る
現
金
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

す
る
現
金
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

略

５

略

６

自
動
車
取
得
税
の
納
税
義
務
者
は
、
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の

技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
三
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て

道
路
運
送
車
両
法
第
七
条
又
は
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
申
請
を
行

い
、
併
せ
て
秋
田
県
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関

す
る
条
例
（
平
成
十
九
年
秋
田
県
条
例
第
一
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
申
告
書
を
提
出
す
る
場
合
に
は
、
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
納

付
す
べ
き
自
動
車
取
得
税
額
に
相
当
す
る
現
金
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
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（
自
動
車
税
の
徴
収
の
方
法
）

（
自
動
車
税
の
徴
収
の
方
法
）

第
百
二
十
七
条

略

第
百
二
十
七
条

略

２

道
路
運
送
車
両
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
申
請
が
あ
つ
た
自
動
車

２

道
路
運
送
車
両
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
申
請
が
あ
つ
た
自
動
車

に
つ
い
て
法
第
百
五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
課
す
る
自
動
車
税
の
徴
収

に
つ
い
て
法
第
百
五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
課
す
る
自
動
車
税
の
徴
収

に
つ
い
て
は
、
第
百
二
十
八
条
の
賦
課
期
日
後
翌
年
二
月
末
日
ま
で
の
間
に

に
つ
い
て
は
、
次
条

の
賦
課
期
日
後
翌
年
二
月
末
日
ま
で
の
間
に

納
税
義
務
が
発
生
し
た
場
合
に
限
り
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
証
紙

納
税
義
務
が
発
生
し
た
場
合
に
限
り
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
証
紙

徴
収
の
方
法
に
よ
る
。

徴
収
の
方
法
に
よ
る
。

３

総
合
県
税
事
務
所
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
税
を
証
紙
徴
収
の

３

総
合
県
税
事
務
所
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
税
を
証
紙
徴
収
の

方
法
に
よ
つ
て
徴
収
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
納
税
者
が
道
路
運
送
車
両
法

方
法
に
よ
つ
て
徴
収
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
納
税
者
が
道
路
運
送
車
両
法

第
七
条
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
申
請
を
し
た
際
に
、
第
百
三
十
条
の
規
定
に

第
七
条
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
申
請
を
し
た
際
に
、
第
百
三
十
条
の
規
定
に

よ
り
提
出
す
る
申
告
書
に
証
紙
を
貼
ら
せ
る
こ
と
に
代
え
て
、
収
納
計
器
で

よ
り
提
出
す
る
申
告
書
に
証
紙
を
は
ら
せ
る
こ
と
に
代
え
て
、
収
納
計
器
で

当
該
申
告
書
に
証
紙
徴
収
す
べ
き
自
動
車
税
額
に
相
当
す
る
金
額
の
表
示
を

当
該
申
告
書
に
証
紙
徴
収
す
べ
き
自
動
車
税
額
に
相
当
す
る
金
額
の
表
示
を

受
け
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
納
付
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
収
納

受
け
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
納
付
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
収
納

計
器
に
よ
る
表
示
の
方
法
に
よ
り
納
付
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お

計
器
に
よ
る
表
示
の
方
法
に
よ
り
納
付
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お

い
て
は
、
当
該
自
動
車
税
額
に
相
当
す
る
現
金
の
納
付
を
受
け
た
後
当
該
申

い
て
は
、
当
該
自
動
車
税
額
に
相
当
す
る
現
金
の
納
付
を
受
け
た
後
当
該
申

告
書
に
納
税
済
印
を
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

告
書
に
納
税
済
印
を
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

略

４

略

（
自
動
車
税
の
徴
収
の
方
法
の
特
例
）

第
百
二
十
七
条
の
二

納
税
者
が
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の

利
用
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子

情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
道
路
運
送
車
両
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
登
録

の
申
請
を
行
い
、
併
せ
て
秋
田
県
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術

の
利
用
に
関
す
る
条
例
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電

子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
第
百
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書

を
提
出
す
る
場
合
に
は
、
前
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

、
当
該
納
税
者
が
当
該
登
録
の
申
請
を
し
た
際
に
、
当
該
登
録
の
申
請
に
係

る
自
動
車
に
係
る
自
動
車
税
を
法
施
行
規
則
第
九
条
に
規
定
す
る
方
法
に
よ

り
徴
収
す
る
。
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